
 

 

 

 

令和７年 

９月高浜市議会定例会 

議 案 書 

    



議案第５４号 

 

高浜市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一

部改正について 

 

次のとおり高浜市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条

例の一部を改正するものとする。 

 

  令和７年９月２５日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲  

 

高浜市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条 

例の一部を改正する条例（案） 

 

 高浜市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和６

年高浜市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「第１７３条の４第１項第１号」を「第１７３条

の５第１項第１号」に改める。 

附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第

６５号）附則第１条第３号に定める日又はこの条例の公布の日のい

ずれか遅い日から施行する。 

 

提案理由 

この案は、地方自治法施行令の一部改正に伴い、条文の整備を行

うためであります。 



議案第５６号 

 

   市道路線の認定について 

  

 次の路線を高浜市道路線として認定したいから、道路法（昭和２

７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により議会の議決を求め

る。 

 

  令和７年９月２５日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

路線番号 路 線 名 起    点 終    点 重要な経過地 

８３３ 中 新 田 ３ 号 線 
高浜市小池町四丁

目１番１２９地先 

高浜市小池町四丁

目１番１３０地先 
 

８３４ 白沢焼山２号線 
高浜市神明町六丁

目３番１１地先 

高浜市神明町六丁

目３番１４２地先 
 

８３５ 論 地 ３ ０ 号 線 
高浜市論地町三丁

目２番１４５地先 

高浜市論地町三丁

目２番１３４地先 
 

８３６ 三 本 木 ４ 号 線 
高浜市碧海町四丁

目６番１１地先 

高浜市碧海町四丁

目６番５８地先 
 

８３７ 北屋敷１１号線 
高浜市屋敷町四丁

目２番７４地先 

高浜市屋敷町四丁

目２番７０地先 
 

８３８ 中新田小中根２号線  
高浜市呉竹町四丁

目６番１地先 

高浜市呉竹町四丁

目６番９６地先 
 

 

   提案理由 

 この案は、開発行為により設置された道路の市への帰属に伴い、

市道路線として認定するためであります。 

 



議案第５７号 

 

令和６年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の

規定により、令和６年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金を次

のとおり処分する。 

 

令和７年９月２５日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

 令和６年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金２億１，３４６

万６，５３７円のうち８，０８２万９２４円を減債積立金に積み立

て、２，０００万円を建設改良積立金に積み立て、１億１，２６４

万５，６１３円を資本金へ組み入れるものとする。 

 

提案理由 

 この案は、令和６年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金の処

分について、議会の議決を求めるためであります。 



議案第５８号 

  

高浜市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

  

次のとおり高浜市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を

改正するものとする。 

  

令和７年９月２５日提出 

  

高浜市長 杉 浦 康 憲   

  

高浜市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を 

改正する条例（案） 

 

高浜市老人憩の家設置及び管理に関する条例（昭和５１年高浜市

条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表高浜中部老人憩の家の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案は、高浜中部老人憩の家を廃止するためであります。 


